
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

上小建設労働組合 

上田市国分７４１－７ 

０２６８－２２－２３６２ 

Home Page: http://www.e-kumiai.jp/ 

  

 

              

 

日  時  平成２５年６月１６日（日） 

費  用  組合員 ６，４９０円 組合員外 ８，４９０円 

     

       あま～い鉾田のメロンが食べ放題！さらにネットメロンまるごと１個付き！ 

                保和苑のあじさい 

                   水戸黄門が寺の庭を愛され名づけたとされる保和園 

                   約３０種類、６，０００本のアジサイが咲き誇ります。 

                潮来のあやめ 

                   ６月限定のあやめ園 

                   約５００種類、１００万株が早咲きから遅咲きへ移り変わります。 

 

 

 

 ４月１４日（日）日本三大美祭『高山祭』に行って

きました。 

 お天気にも恵まれ、先に、飛騨そばと朴葉味噌を頂

き、ゆっくりお祭りを見学することができました。 

 高山祭の時期に桜が咲くのは珍しいとの事、今年は

５分咲きの桜の中、重要無形民俗文化財にも指定され

ている、山車を見てきま 

した。歩行者天国になっ 

ていても、人・人・人で、 

ものすごく混雑していま 

した。さすが有名なお祭り 

で素晴らしかったです。 

 

日 時  平成２５年６月２３日（日） 

     午前８：３０より 

場 所  丸子総合グランド 
 

 昨年秋、雨の為中止となった組合ソフト 

ボール大会ですが、今年は何かと忙しい秋 

       から春へと変更し開催とな 

       ります。支部単位でチーム 

        を作り、優勝賞金を狙っ 

         て、又日頃の運動不足 

         解消に、支部の親睦を     

         深めるためにも、積極 

         的に参加しましょう！ 

         う！ 



 

 

 ５月１１日土曜日、東御市中央公園にて開催

されます。 

 青年部では、椅子・道具箱を親子で作成する

コーナーを設置しています。毎年大人気で数に

限りがありますので、 

親子で、又お友達と 

参加される方は、早めに 

会場へお越しください。 

 

 

 

  今月のお便りの中にハガキ４枚が同封されています。 

 ここ２年連続で、建設国保の保険料の値上げがされています。 

 このハガキは長建国保予算の概算要求に向けた大切なハガキです。予算縮小になりますと、再度、保険料 

 の値上げ、医療費２割償還取りやめ等組合員さんの負担が増えてしまうことになります。 

 同じお名前で結構ですので、直筆でご記入の上、返信用封筒にて必ず提出して下さるようお願い致します。 

（建設業外の職種・手書き以外は受け付けられません） 

                                （詳細は別紙をご覧ください） 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

〒 １００－８９１６ 

  東京都千代田区霞ヶ関１－２－２ 

     厚生労働省 保険局長 様 

私は長野県で大工をしています。 

建設国保は命と健康を守る大切な制度です。 

私たちの建設国保への補助金は、現行水準を必ず

確保してください。 

 全労済の火災共済に加入されている方は、今月の請求書に満期更新のご案内が同封されています。 

契約内容をご確認の上、変更のある方は、ご連絡下さい。変更のない方は自動更新となります。６月の

組合費と一緒に請求となりますので、お願いします。 

 全労済の火災共済は、『被害にあった住宅や家財は再取得価額でお支払い。』 

火災等による損害は被害にあったときの時価額ではなく、同程度のものを新たに購入・修復するために

必要な再取得価額で保障されます。（※ 全労済が定めた標準的価額。） 

 『手頃な掛金で加入できます。』ご希望の方は、組合までご連絡下さい。 

                           （火災のみ）（自然災害） 

住宅の
延面積 

6.5 × × 
木造 70円＋90円 

鉄筋 40円＋50円 
＝ 年間掛金 

 

 

 ４月の請求書と一緒に家

庭用常備薬斡旋があります。 

第２回締切  ５月１５日 

最終締め切り  ６月 ７日と

なっていますので、御希望の

方は、郵送又は FAX でお送

り下さい。 

 

 

  

 

組合定期大会が 

５月１２日（日） 

午後３時 

『ささや』にて開

催します。 

 

 



 

 

   

  ５月７日、上田市常磐城に、「上田地域高等職業訓練センター」が開校する運びとなりました。 

 同センターの認定職業訓練の主体は短期訓練で、溶接科、造園科、配管科、建築科、鉄鋼科の５科目。 

  同協会は県の認定した職業訓練団体として認定職業訓練が行われます。上田地域でのものづくり、 

 技術と技能の伝承、人材育成の場としてご利用下さい。 

  今年度、建築科では「建築大工技能士１・２級」の取得に向けた研修を８月より実施する予定です、 

 希望者は組合までお問い合わせください。組合では後継者育成と技能向上の場として協力していきま  

 す。現在会員を募集していますので、御協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013年 4月から、新たに「木材利用ポイント」が利用できるようになりました。 

「木材利用ポイント」とは、地域材の需要喚起のために地域材を活用した、木造住宅の新築や内装・

外装の木質化工事、木材製品の購入などに対してポイントを発行し、地域の農林水産物などと交換

する制度です。地域材を適切に利用することで、森林が整備・保全され、地球温暖化防止や循環型

社会の形成に貢献し、農山漁村地域の振興に資するとして、林野庁が支援している事業です。 

 

 

 

 

 木造住宅であれば、なんでもよいというわけではなく、工法については、杉・檜・唐松・椴松、

赤松・黒松・琉球松・翌桧を主要構造材等として 1/2を超えて使用する木造軸組工法（2×4工法また

は丸太組構法の場合は、杉・檜・唐松・椴松を主要構造材とする）などの例示がされている。 

また、主要構造材等として 1/2を超えて使用する地域材として、上記木材のほかに、都道府県や民間

機関、林野庁のガイドライン等により産地等が証明される木材とされている。 

 そして最も重要なのは、地域材の利用拡大に取り組む「登録工事業者」が施工したものに限定さ

れるため工事業者は前もって登録が必要です。また住宅エコポイント同様に事前予約が必要です。 

この制度の予算は、400億円ということで年の途中での終了が予想されますので、早めの「登録工事

業者」と「事前予約」が必要です。 

 

詳しくは、 

★木材利用ポイントコールセンター 

 電話番号：０５７０－６６６－７９９ 

 受付時間：9：00～17：00土・日・祝日は休業 

★木材利用ポイント事務局ホームページ 

 ＵＲＬ：http://mokuzai-points.jp 

 

（1）木造住宅の新築や増築、購入 

（2）住宅の床や内壁、外壁の木質化工事 

（3）木材製品や木質ペレットストーブなどの購入 

 

新築購入 1棟当たり 30万ポイント 

床・内外壁に地域材使用 （下図参照） 

 30 万ポイント 最大 60 万ポイン

ト 

 

http://mokuzai-points.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 利用者１名につき 3,000円を、扶養家族の範囲内５名まで補助します。 

 補助金額は実費支払額を限度とします。 

 年度にどちらか１施設のみ１度申請することができます。（領収書の日付をもとにします） 

 申請にはチケット購入レシート又は領収書（チケット購入枚数等詳細記載のもの）が必要 

となります。パスポートでの申請はできませんのでご了承ください。 

 申請の際のレシートは１家族１枚でお願いします。（複数枚の場合は１枚のみ有効） 

 申請は領収書の日付より１年以内にお願いします。 

 

受付時間  午前 9時～１１時  

受診時間は申込順に組合より指定します。 

指定時間は厳守して下さい。 

検 診 料    

 

 

      

総合健診には今年度より骨健診も含まれます。 

前立腺 １，６５０円 （50歳以上 650円） 

     石 綿 １，０００円 （単独受診 3,000円） 

受付手順 ・受診希望前月末までに予約を入れて下さい。 

     ・受診月初旬に時間等記載のお便り送付します 

     ・当日、受診時間に会場へお越し下さい。 

 

日  程 会  場 

6月 14日  金 丸子会場 

6月 20日    木 組合事務所 

7月 16日   火 組合事務所 

7月 17日   水 組合事務所 

7月 18日  木 東御会場 

8月 23日  金 組合事務所 

9月 20日  金 組合事務所 

10月 16日  水 組合事務所 

11月 20日  水 組合事務所 

12月 18日  水 組合事務所 

１月 14日   火 組合事務所 

１月 15日   水 組合事務所 

１月 16日   木 東御会場 

１月 20日 月 丸子会場 

2月 13日  木 組合事務所 

3月 19日  水 組合事務所 

3月 20日  木 組合事務所 

 

 自己負担額 通常受診料 

総合健診 ２０００円 １３，６２０円 

特定健診 １０００円 １５，７８０円 

 

 

日本人の生活習慣の変化や高齢者の増加等によ

り、近年、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群が

増加しており、生活習慣病を原因とする死亡は、全体の

約３分の１にものぼると推計されています。 

 他機関で受診された方は

健診結果の提出をお願い

します。 

 当組合では、組合員の方々の福利厚生事業の一環として、東京ディズニーリゾート・ユニバー

サルスタジオジャパン・富士急ハイランドの３施設を利用した場合、年度に１度、組合員と扶養

合わせて５名までに補助をお出ししています。 

 以下により、申請できますので、御利用下さい。 

 

  

特定検診は４０歳以上の建設国保加入者（本人・扶養）に義務付けとなっています。必ず受診しましょう！ 

 


